
その他 

●市の水道水の販売方法について 

Ｑ． 

市の水道水が市役所の売店で購入できるのはありがたいが、図書館、生涯学習センター、文化

会館、アクティブ交流センター、コミュニティセンター等でも販売してほしい。簡易販売機を職

能短大の生徒に安価で作ってもらってはどうか。 

また、市主催の講演で講師が壇上で使う水は市の水道水のペットボトルにしてほしい。 

 

（令和 4年 11月受付） 

 

 

 

 

 

Ａ． 

 日頃より、当市の「源泉
げんせん

滾々
こんこん

」をご愛飲くださり誠にありがとうございます。 

 参加される勉強会等の開催施設には「源泉滾々」を置いていないため、仕方なくほかの飲み物

を求めていらっしゃるとのことで、残念な思いをさせていることをお詫び申し上げます。 

「源泉滾々」の販売方法に関するご意見に、各施設に市独自の簡易な自動販売機を設置し、自動

販売機は職能短大に作成依頼したらどうかなど、具体的なお考えをいただき、ありがとうござい

ました。 

 以前も同様のご意見をいただき、「源泉滾々」の製造コストの関係から本格的な販売は難しい

ことを回答させていただきました。その際、担当する水道局に活用方法の検討を指示しておりま

したが、関係課との調整の結果、販売場所として「とんとん市場新発田店」、「寺町たまり駅」に

も置いていただくことにしたと報告があり、広く販売につながることを期待しているところです。 

 また、子育て応援事業として、出生届を出されたお客様に「源泉滾々」をプレゼントすること

で、水道水の安全性やおいしさをＰＲしております。 

 ご存じのとおり、水道事業は水道水をご利用いただいた水道料金で運営しております。「源泉

滾々」の製造コストは変わらず高価であり、今以上の販売促進は困難な状況でありますが、講演

会等の講師の壇上に「源泉滾々」を用意してほしいとのご提案については、貴重なご意見でござ

いますので、新しいＰＲ方法として積極的に取り組んでまいります。 

 

 （令和 4年 12月 6日回答） 

 

 

 

 

 

※上記の回答内容はすべて回答日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。 

 

 


